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(54)【発明の名称】 健康管理用計測システム

(57)【要約】
【課題】  利用者の身体コンディションを常時測定し、
運動に関する適切なアドバイスをリアルタイムで送る、
健康促進用途と、心臓疾患等の監視の準医療用途を兼ね
備えた健康管理用計測システムを提供する。
【解決手段】  本発明の健康管理用計測システムは、利
用者の装着する測定器９で、利用者の心拍数，心電図，
血圧，歩数，体温等を測定し、測定データをインターネ
ットに接続された、利用者携帯端末３を通じてホストサ
ーバ１に送る。ホストサーバ１では分析、蓄積を行う
が、分析には運動強度の概念を用い、利用者の体力の微
妙な変動に対応しつつ、最適な運動についてのアドバイ
スをリアルタイムで行う。また、心臓疾患等の異常を検
出した場合にはホストサーバ１でアラーム発信したり、
医療機関５側でのカルテへの蓄積等で、利用者容体の監
視を行う。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】ホストサーバと利用者携帯端末と利用者Ｐ
Ｃとをインターネットに接続し、利用者が所持する前記
利用者携帯端末を通じて、測定器および心電図測定器が
測定した前記利用者の心拍数データ，血圧データ，体温
データ，歩数データおよび心電図データを前記ホストサ
ーバに送信し、前記ホストサーバでは受信したこれらの
データの蓄積および分析を行うと共に、少なくとも前記
利用者の適切な運動に関するアドバイスを前記利用者携
帯端末および前記利用者ＰＣにフィードバックする健康
管理用計測システム。
【請求項２】ホストサーバと利用者携帯端末と利用者Ｐ
Ｃと医療機関と主治医ＰＣとをインターネットに接続
し、利用者が所持する前記利用者携帯端末を通じて、測
定器および心電図測定器が測定した前記利用者の心拍数
データ，血圧データ，体温データ，歩数データおよび心
電図データを前記ホストサーバに送信し、前記ホストサ
ーバでは受信したこれらのデータの蓄積および分析を行
うと共に、少なくとも前記利用者が心臓疾患の場合の容
体監視を目的として、前記利用者の適切な運動に関する
アドバイスを前記利用者携帯端末，前記利用者ＰＣ，前
記医療機関および前記主治医ＰＣにフィードバックし、
主治医が前記利用者の容体を監視する健康管理用計測シ
ステム。
【請求項３】前記利用者携帯端末はＷｅｂブラウズ機能
を有し、前記利用者携帯端末に無線アダプタを取り付け
ることにより、前記利用者携帯端末を前記測定器および
前記心電図測定器が測定した測定データの送信器として
用い、かつ、少なくとも前記利用者携帯端末を用いて前
記ホストサーバのＵＲＬにアクセスすることにより、リ
アルタイムに測定結果および前記アドバイスを参照する
請求項１または２に記載の健康管理用計測システム。
【請求項４】前記測定器で前記利用者の心拍数データ，
血圧データ，体温データおよび歩数データを測定し、前
記心電図測定器で前記利用者の心電図データを測定し、
前記測定器および前記心電図測定器が具備している無線
送信部から前記利用者携帯端末に取り付けた無線アダプ
タに測定データを無線で送信する請求項３に記載の健康
管理用計測システム。
【請求項５】前記ホストサーバは、前記測定器が測定す
る歩数データ，心拍数データおよび血圧データと前記利
用者の体重とをもとにして前記利用者に適切な運動に関
するアドバイスをし、このアドバイスにおいて、所定の
運動強度を算出することにより、利用者に無理のない運
動状態を確保するためのアドバイスを行い、かつ各利用
者固有の運動強度に随時補正していくことで、利用者の
体力の変動に合せたアドバイスを行う請求項１～４のい
ずれかに記載の健康管理用計測システム。
【請求項６】前記測定器が測定したデータに基づき前記
ホストサーバで運動強度を算出し、個人毎に異なり、か*
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*つ変動する運動強度に随時補正することで、利用者固有
の運動能力に合わせたアドバイスをすることを可能にし
た請求項１～５のいずれかに記載の健康管理用計測シス
テム。
【請求項７】利用者が携帯できる利用者携帯端末と、
少なくとも前記利用者の心拍数を測定する測定器と、
ネットワークを介して前記利用者携帯端末と接続される
ホストサーバとを備え、
前記測定器は、測定した前記利用者の心拍数を少なくと
も含む測定データを、前記利用者携帯端末へ送信する測
定データ送信手段を有し、
前記利用者携帯端末は、前記測定データ送信手段から送
信された前記測定データを、ネットワークを介して前記
ホストサーバへ転送する測定データ転送手段と、前記ホ
ストサーバから送信された適切な運動に関するアドバイ
スを表示するアドバイス表示手段とを有し、
前記ホストサーバは、前記利用者携帯端末から転送され
た測定データを受信して分析し、前記適切な運動に関す
るアドバイスを生成して前記利用者携帯端末へ送信する
運動アドバイス手段を有する健康管理用計測システム。
【請求項８】前記運動アドバイス手段は、
前記転送された測定データに基づいて各利用者の運動強
度を算出する運動強度算出手段と、
前記運動強度算出手段によって算出された運動強度が所
望の運動強度の範囲に含まれるか否か判断し、含まれな
い場合には、前記各利用者の運動強度が所望の範囲に含
まれるような適正運動量を演算する運動量調節手段と、
前記運動量調節手段によって演算された適正運動量を、
前記利用者携帯端末に送信して適正な運動量を指示する
適正運動量指示手段とを有する請求項７に記載の健康管
理用計測システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、インターネットで
実現される遠隔型の健康管理用測定システムであり、携
帯端末をはじめ全ての端末間の情報はインターネット上
で処理される。具体的には、利用者の心拍数データ，心
電図データ，歩数データ，血圧データ等を利用者が装着
した計測器で測定し、利用者が所持する携帯端末を通じ
て専用ホストサーバに送信する。そしてホストサーバで
はこれらのデータを集計し、総合的に分析することで、
利用者の健康維持の為に適切な運動量をアドバイスす
る。本システムはこのような健康促進的な側面と同時に
心電図や血圧の異常を監視することで、疾患を早期発
見、また疾患時の運動状態を遠隔監視する医療的な側面
を有する。
【０００２】
【従来の技術】近年、通信技術の発達により、電話回線
を用いた携帯型心電図記憶装置で心電図データを医療機
関に伝送し、心電図解析を行う在宅医療支援システムが
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稼動されている。そして、患者の容体に変化や異常が起
きた場合には、例えば特開２０００－０６０８０７号公
報に記載された発明では、携帯電話を患者に所持させ通
信衛星から発信されるＧＰＳ信号を受信して得られる患
者の位置情報により、患者を救助することが記載されて
いる。
【０００３】一方、現代人の陥りがちな慢性的な運動不
足とそれからもたらされる肥満などを解消するために携
帯型の安価な万歩計（Ｒ）は広く普及している。また、
電極を胸につけて、そこから出る電波を腕時計で受信す
る心拍数計もある。この他にも健康器具の類は数多く存
在する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】前述の特開２０００－
０６０８０７号公報における遠隔監視医療通知システム
等、携帯電話を用いて外出時の測定を可能にしたシステ
ムは、心臓疾患のある患者には非常に有効であった。し
かしながら心臓病をはじめとする現代病の予備軍とでも
いうべき慢性的運動不足やそれからもたらされる肥満の
解消等は対象としていない。現在、疾患には至らずとも
こうした慢性的な生活習慣病に悩まされている人の割合
はかなり高いと思われる。
【０００５】さらに、先述の遠隔監視医療通知システム
では通信端末を別途準備する必要があるため、広範に普
及する際の障壁となると思われる。また、数多い健康器
具では測定項目が限られており、長期間の測定およびデ
ータの蓄積や分析の機能にも乏しいのが現状である。
【０００６】本発明はこのような問題点に鑑み成された
ものである。近年、安価な常時接続型のインターネット
接続サービスが急速に普及しつつあり、それを実現する
ためのインフラも整備されつつある。既に普及している
携帯電話等の携帯端末でのインターネット接続サービス
もかなり普及しつつある。
【０００７】本発明は上記のような環境を背景としたも
ので、利用者が所持する携帯端末のインターネット接続
機能を利用する。携帯端末に無線で測定器を接続し、利
用者の身体のコンディションを測定、携帯端末にてデー
タを送信し、インターネットを通じて接続されたホスト
サーバで集計分析を行い、利用者にリアルタイムで適切
な運動に関するアドバイスを送信するものである。ま
た、心臓疾患を伴った利用者も想定しており、利用者の
容体の異常を検知した場合にはアラームを発信する機能
を持たせた準医療用の側面も有した健康管理用計測シス
テムを提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】上記目的を解決するた
め、第１の発明による健康管理用計測システムではホス
トサーバ，利用者携帯端末，利用者自宅ＰＣをインター
ネットで接続する。利用者には利用者携帯端末を所持さ
せ、利用者携帯端末には測定器（計測器）を接続する。
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利用者携帯端末は通常のＷｅｂブラウズ機能を備えた携
帯端末で、単純に測定器の測定するデータの送信器とし
て位置付け、測定器（計測器）で測定した、心拍数デー
タ，血圧データ，体温データ，歩数データ，心電図デー
タ等をホストサーバに送信する。データ転送方法として
はインターネットへの常時接続する場合と、一定時間毎
に接続する場合の２通りの接続形態に対応させる。一定
時間毎に送信する場合は、測定器（計測器）にデータを
スプールする機能を持たせ、一定時間毎に一括して転送
する機能を持たせる。このようにしてホストサーバにデ
ータを送信する。
【０００９】ホストサーバでは全データを分析し、利用
者に対して運動に関する適切なアドバイスをする。上記
アドバイスはホストサーバのＵＲＬに利用者携帯端末、
利用者自宅ＰＣからアクセスし参照する。
【００１０】第２の発明による健康管理用計測システム
は主に利用者が心臓疾患を伴っている場合を想定してい
る。
【００１１】実現の手段としては、ホストサーバ，利用
者携帯端末，利用者自宅ＰＣ，医療機関，主治医自宅Ｐ
Ｃをインターネットで接続する。利用者には利用者携帯
端末を所持させ、利用者携帯端末には測定器（計測器）
を接続する。利用者携帯端末は通常のＷｅｂブラウズ機
能を備えた携帯端末で、単純に測定器（計測器）の測定
するデータの送信器として位置付け、測定器（計測器）
で測定した、心拍数データ，血圧データ，体温データ，
歩数データ，心電図データ等をホストサーバに送信す
る。送信方法は第１の発明同様にインターネットへの常
時接続の場合と一定時間毎に接続する場合の２通りの接
続形態に対応させる。
【００１２】ホストサーバでは全データを分析し、異常
が検出された場合には利用者携帯端末，利用者自宅Ｐ
Ｃ，医療機関，主治医自宅ＰＣにアラームを送る。医療
機関，主治医はホストサーバが分析するデータを参照
し、利用者に随時アドバイスを送信する機能を持たせ
る。
【００１３】また、本発明は、ホストサーバと利用者携
帯端末と利用者ＰＣとをインターネットに接続し、利用
者が所持する利用者携帯端末を通じて、測定器および心
電図測定器が測定した利用者の心拍数データ，血圧デー
タ，体温データ，歩数データおよび心電図データをホス
トサーバに送信し、ホストサーバでは受信したこれらの
データの蓄積および分析を行うと共に、少なくとも利用
者の適切な運動に関するアドバイスを利用者携帯端末お
よび利用者ＰＣにフィードバックする健康管理用計測シ
ステムを含む。
【００１４】さらに、本発明は、ホストサーバと利用者
携帯端末と利用者ＰＣと医療機関と主治医ＰＣとをイン
ターネットに接続し、利用者が所持する利用者携帯端末
を通じて、測定器および心電図測定器が測定した利用者
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の心拍数データ，血圧データ，体温データ，歩数データ
および心電図データをホストサーバに送信し、ホストサ
ーバでは受信したこれらのデータの蓄積および分析を行
うと共に、少なくとも利用者が心臓疾患の場合の容体監
視を目的として、利用者の適切な運動に関するアドバイ
スを利用者携帯端末，利用者ＰＣ，医療機関および主治
医ＰＣにフィードバックし、主治医が利用者の容体を監
視する健康管理用計測システムを含む。
【００１５】これらの場合に、利用者携帯端末はＷｅｂ
ブラウズ機能を有し、利用者携帯端末に無線アダプタを
取り付けることにより、利用者携帯端末を測定器および
心電図測定器が測定した測定データの送信器として用
い、かつ、少なくとも利用者携帯端末を用いてホストサ
ーバのＵＲＬにアクセスすることにより、リアルタイム
に測定結果およびアドバイスを参照するようにする。
【００１６】上記の場合に、測定器で利用者の心拍数デ
ータ，血圧データ，体温データおよび歩数データを測定
し、心電図測定器で利用者の心電図データを測定し、測
定器および心電図測定器が具備している無線送信部から
利用者携帯端末に取り付けた無線アダプタに測定データ
を無線で送信するようにする。
【００１７】さらに、ホストサーバは、測定器が測定す
る歩数データ，心拍数データおよび血圧データと利用者
の体重とをもとにして利用者に適切な運動に関するアド
バイスをし、このアドバイスにおいて、所定の運動強度
を算出することにより、利用者に無理のない運動状態を
確保するためのアドバイスを行い、かつ各利用者固有の
運動強度に随時補正していくことで、利用者の体力の変
動に合せたアドバイスを行うようにする。
【００１８】そして、測定器が測定したデータに基づき
ホストサーバで運動強度を算出し、個人毎に異なり、か
つ変動する運動強度に随時補正することで、利用者固有
の運動能力に合わせたアドバイスをすることを可能にす
る。
【００１９】さらに、上記システムの発明は、方法の発
明としても成立する。また、上記発明は、コンピュータ
に所定の機能を実現させるプログラムまたはそのプログ
ラムを記録した記録媒体としても成立する。
【００２０】なお、本明細書において、手段とは、その
手段が有する機能をハードウェア，ソフトウェアまたは
ハードウェアおよびソフトウェアによって実現する場合
が含まれる。また、１つの手段が有する機能が２つ以上
のハードウェア，ソフトウェアまたはハードウェアおよ
びソフトウェアにより実現されても、２つ以上の手段の
機能が１つのハードウェア，ソフトウェアまたはハード
ウェアおよびソフトウェアにより実現されても良い。
【００２１】なお、本明細書において測定データとは、
利用者の身体のコンディションを測定したデータを意味
し、測定器によって測定されたデータ，心電図測定器に
よって測定されたデータが含まれる。

6
【００２２】
【発明の実施の形態】本発明の第１の実施の形態を図面
を参照して説明する。図１は本発明の携帯端末による健
康管理用計測システムの構成を示す概念図である。ま
た、図３は、本発明の利用者携帯端末の構成例を示す図
であり、図４は本発明の測定器の構成例を示す図であ
り、図５は本発明の心電図測定器の構成例を示す図であ
り、図６は運動強度の公式例であり、図７は最大心拍数
の簡易公式例であり、図８は必要とされる運動心拍数を
求めるための公式例であり、図９は自覚的運動強度の例
である。
【００２３】図１に示されるように、本発明の携帯端末
による健康管理用計測システムは、ホストサーバ１と、
利用者携帯端末３と、利用者パーソナルコンピュータ
（ＰＣ）４と、これらホストサーバ１，利用者携帯端末
３および利用者ＰＣ４が接続されるインターネット等の
ネットワークとを備える。
【００２４】さらに、本システムは、利用者に装着等さ
れ、利用者の身体のコンディションを測定する計測器を
備える。この計測器には測定器９および心電図測定器１
０が含まれる。
【００２５】測定器９は、利用者の心拍数データ，血圧
データ，体温データ，歩数データ等を測定し、これら測
定した基礎データを図示しない記憶手段に保持する測定
手段を有する。
【００２６】また、測定器９は、これら測定した利用者
の基礎データを利用者携帯端末３へ送信する基礎データ
送信手段を有する。基礎データ送信手段は、無線または
有線を利用して利用者携帯端末３へ基礎データを送信す
ることができる。なお、無線送信の場合には、測定器９
は図４に示されるような無線送信部を備え、この無線送
信部を用いて無線送信を行う。
【００２７】一方、図５の心電図測定器１０は、利用者
の身体に密着した複数のセンサーにより測定されたデー
タをセンサーインターフェースを通じて回収し利用者の
心電図データを生成し、図示しない記憶手段に保持する
心電図データ測定手段を有する。
【００２８】また、心電図測定器１０は、これら測定し
た利用者の心電図データを利用者携帯端末３へ送信する
心電図データ送信手段を有する。心電図データ送信手段
は、無線または有線を利用して利用者携帯端末３へ心電
図データを送信することができる。なお、無線送信の場
合には、心電図測定器１０は図５に示されるような無線
送信部を備え、この無線送信部を用いて無線送信を行
う。
【００２９】また、上記測定器９および心電図測定器１
０の双方は、データの送信時間を設定する送信時間設定
手段を有する。送信時間設定手段は、例えば、設定され
た送信時間に応じて、上記の送信手段を用いて、測定デ
ータを利用者携帯端末３を介してホストサーバ１へ送信



(5) 特開２００３－５２６４８

10

20

30

40

50

7
する。具体的には、利用者携帯端末３がインターネット
等への常時接続の場合には、測定したデータをリアルタ
イムで利用者携帯端末３へ送信する。一方、一定時間毎
に接続する場合には、測定したデータを図示しない記憶
手段に記憶しておき、設定された所定の時間ごとに一括
して利用者携帯端末３へ送信する。
【００３０】利用者携帯端末３は、携帯電話，ＰＨＳ，
ＰＤＡ等の情報処理端末によって実現される。利用者携
帯端末３は、インターネット等のネットワークへ接続
し、ホストサーバ１との間でデータ通信を行うネットワ
ーク接続機能を有する。
【００３１】また、利用者携帯端末３は、上記測定器９
および心電図測定器１０から送信された測定データを受
信する測定データ受信手段を有する。測定データ受信手
段は、図３においては無線アダプタ８によって実現され
る。また、この無線アダプタ８は、有線の場合には、有
線アダプタとすることもできる。
【００３２】そして、利用者携帯端末３は、上記測定器
９および心電図測定器１０から送信された測定データを
ネットワークを介してホストサーバ１へ送信する測定デ
ータ転送手段を有する。
【００３３】また、利用者携帯端末３は、データの送信
時間を設定する送信時間設定手段を有する。送信時間設
定手段は、例えば、設定された送信時間に応じて、ネッ
トワーク接続手段を用いてネットワークへ接続し、測定
データ転送手段を用いて上記測定器９および心電図測定
器１０から送信された測定データをホストサーバ１へ送
信する。具体的には、利用者携帯端末３がインターネッ
ト等への常時接続の場合には、測定データをリアルタイ
ムでホストサーバ１へ送信する。一方、一定時間毎に接
続する場合には、設定された所定の時間ごとに測定デー
タを一括してホストサーバ１へ送信する。
【００３４】このような送信時間設定手段は、利用者携
帯端末３，測定器９および心電図測定器１０の各々に設
けられて、相互に同期して制御され、測定データをホス
トサーバ１に送信するようにしてもよく、利用者携帯端
末３側または測定器９および心電図測定器１０側のいず
れか一方に設けられ、利用者携帯端末３，測定器９およ
び心電図測定器１０を制御するようにしてもよい。
【００３５】次に、ホストサーバ１は、汎用コンピュー
タ，ワークステーション等の情報処理装置によって実現
可能である。
【００３６】ホストサーバ１は、利用者携帯端末３から
送信された測定データを受信し、集計する測定データ集
計手段と、集計した測定データを図示しない記憶手段へ
蓄積する測定データ蓄積手段と、受信した測定データを
分析し、各利用者に対して適切な運動を指示する運動ア
ドバイス手段とを有する。
【００３７】運動アドバイス手段は、受信した測定デー
タに基づいて各利用者の運動強度を算出する運動強度算
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出手段を含む。また、算出された運動強度が所望の運動
強度の範囲に含まれるか否か判断し、含まれない場合に
は、各利用者の運動強度が所望の範囲に含まれるように
運動量を調節し、適正運動量を演算する運動量調節手段
を含む。さらに、運動量調節手段によって演算された適
正運動量を、利用者携帯端末３および利用者ＰＣ４に対
して送信して適正な運動量を指示する適正運動量指示手
段を含む。この送信された適正運動量のデータは図示し
ない記憶手段へ蓄積される。
【００３８】利用者ＰＣ４（利用者自宅ＰＣ４）は、利
用者の自宅等に設置され、パーソナルコンピュータ等の
情報処理装置によって実現可能である。また、利用者Ｐ
Ｃ４は、インターネット等のネットワークへ接続し、ホ
ストサーバ１との間でデータ通信を行う機能を有する。
【００３９】次に、本発明の第１の実施の形態の動作を
説明する。まず、利用者の手首には、図４の本発明の測
定器９を装着する。また必要に応じて心電図測定器１０
をベルトなどに装着する。この測定器９にて心拍数デー
タ，血圧データ，体温データ，歩数データ等を測定、心
電図測定器１０にて心電図データを測定し、無線送信で
利用者携帯端末３に接続された無線アダプタ８で受信
後、利用者携帯端末３でインターネット上のホストサー
バ１に送信する。この時、利用者携帯端末３はホストサ
ーバ１のＵＲＬに接続されていることが必要である。な
お、データ送信方法はインターネットへの常時接続の場
合か、一定時間毎接続の場合かをあらかじめ測定器９お
よび、利用者携帯端末３で設定しておく。このように利
用者携帯端末３を通じて送信されたデータはホストサー
バ１にて集計される。
【００４０】ホストサーバ１では例えば利用者を識別
し、測定データをもとに運動強度を算出する。運動強度
は個人固有の運動の強さ、苦しさを表すもので個人固有
の運動のキャパシティーの範囲内で適切なトレーニング
を行う際に用いられ、例えば図６のようにして表され
る。
【００４１】この例において、運動強度を求めるには最
大心拍数と安静時心拍数が必要であるが、安静時心拍数
は測定開始後のデータから求めるにしても、最大心拍数
の測定は利用者に負担がかかり、困難であるため、当初
は図７のように年齢から簡易的に算出して設定する。後
に、血圧変動や心拍数の分布，歩数，体重，身長等から
利用者に適合した最大心拍数に補正していく。
【００４２】このようにしてホストサーバ１は測定デー
タや運動強度を常時算出し蓄積する。そして、例えば利
用者の運動時には無理がなく、最も快適な運動強度と言
われる運動強度５０％～７５％の範囲を出ないようにア
ドバイスする。また、運動強度は最大心拍数と安静時心
拍数の変動に応じて、変化していくものなので常に利用
者の体力に見合った値に補正する。なお、目標として設
定される運動強度の範囲（％）は、利用者の目的，体力
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レベル等によって適宜変更が可能である。
【００４３】一方で心拍数データ，歩数，体重等から消
費カロリーを算出し、前述の運動強度との相関および、
同年齢者の平均値から運動不足，運動過多を判断し、適
切な運動量をアドバイスする。
【００４４】アドバイスの方法としては、例えば図８に
示されるようにして、目標とされる所望の運動強度を得
るために必要とされる運動中の心拍数（運動心拍数）を
算出する。そして、この算出された運動心拍数が得られ
るように運動量を調節する。具体的には、歩行，ジョギ
ング等の運動の場合には、速度を速める、あるいは遅く
する旨の指示を利用者携帯端末３に送信することによっ
て利用者の運動量を調節する。
【００４５】上記のアドバイスや測定値の参照はホスト
サーバ１のＵＲＬに接続された利用者携帯端末３や利用
者ＰＣ４から参照する。また、ホストサーバ１が蓄積し
たデータは随時ダウンロードし長期的な推移等を参照で
きるようにする。
【００４６】なお、上記の運動強度の指標およびその算
出方法は例示であり、これに限定されない。運動強度と
してどのような指標および算出方法を用いてもよい。例
えば、運動強度の指標として、図９に示されるような自
覚的運動強度（ＲＰＥ）を用いてもよい。具体的には、
例えば運動を行っている５０歳代の利用者の運動心拍数
が１００の場合には、「非常に楽である」に該当するの
で、運動心拍数が１２５になるように、利用者が「やや
楽である」と感じる程度の運動を利用者に指示する。
【００４７】このような構成により、利用者の体力の微
妙な変動に対応しつつ、最適な運動についてのアドバイ
スをリアルタイムで行うことができる。
【００４８】次に本発明の第２の実施の形態を説明す
る。本発明の第２の実施の形態は心臓疾患を伴った利用
者を想定している。また、図２は本発明の携帯端末によ
る健康管理用計測システムの第２の実施の形態の構成を
示す概念図である。図２の説明において、上記の本発明
の第１の実施の形態と同一の構成要素については同一の
番号を付し、重複する説明を省略する。
【００４９】図２に示されるように、本発明の第２の携
帯端末による健康管理用計測システムは、ホストサーバ
１と、利用者携帯端末３と、利用者ＰＣ４と、医療機関
５と、主治医パーソナルコンピュータ（ＰＣ）７と、こ
れらホストサーバ１，利用者携帯端末３，利用者ＰＣ
４，医療機関５および主治医ＰＣ７が接続されるインタ
ーネット等のネットワークとを備える。
【００５０】主治医ＰＣ７（主治医自宅ＰＣ７）は、主
治医の自宅等に設置され、パーソナルコンピュータ等の
情報処理装置によって実現可能である。また、主治医Ｐ
Ｃ７は、インターネット等のネットワークへ接続し、ホ
ストサーバ１との間でデータ通信を行う機能を有する。
さらに、主治医ＰＣ７は、ホストサーバ１にアクセスし
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て、蓄積された利用者の測定データおよび利用者へのア
ドバイスを参照する機能と、入力された利用者の主治医
６からのアドバイスを、ホストサーバ１を介して間接的
に、あるいは直接、利用者携帯端末３および利用者ＰＣ
４へ送信する機能とを有する。
【００５１】医療機関５は、パーソナルコンピュータ，
ワークステーション等の情報処理装置（医療機関端末）
を備える。この医療機関端末は、インターネット等のネ
ットワークへ接続し、ホストサーバ１との間でデータ通
信を行う機能を有する。さらに、医療機関端末は、ホス
トサーバ１にアクセスして、蓄積された利用者の測定デ
ータおよび利用者へのアドバイスを参照する機能と、入
力された医療機関５からのアドバイスを、ホストサーバ
１を介して間接的に、あるいは直接、利用者携帯端末３
および利用者ＰＣ４へ送信する機能とを有する。
【００５２】ホストサーバ１は、利用者携帯端末３から
送信された測定データに基づいて、各利用者の体調の異
常を検出する体調異常検出手段を有する。また、体調異
常検出手段が利用者の体調異常を検出した場合には、利
用者携帯端末３，利用者ＰＣ４，医療機関５（医療機関
端末）および主治医ＰＣ７に対してアラーム信号を送信
するアラーム信号送信手段を有する。
【００５３】また、利用者携帯端末３，利用者ＰＣ４，
医療機関５（医療機関端末）および主治医ＰＣ７は、ホ
ストサーバ１からのアラーム信号を受信して、アラーム
（警告表示，警告音等）を発するアラーム手段を有す
る。
【００５４】次に、本発明の第２の実施の形態の動作を
説明する。まず、利用者の手首には、図４の本発明の測
定器９を装着する。また同時に心電図測定器１０をベル
トなどに装着する。この測定器９にて心拍数データ，血
圧データ，体温データ，歩数データ等を測定、心電図測
定器１０にて心電図データを測定し、無線で利用者携帯
端末３に接続された無線アダプタ８に送信する。この
時、利用者携帯端末３はホストサーバ１にインターネッ
トで接続し、受信モードになっていることが必要であ
る。なお、データ送信方法は第１の発明同様、インター
ネットへの常時接続の場合か一定時間毎接続の場合かを
あらかじめ測定器９および、利用者携帯端末３で設定し
ておく。
【００５５】利用者携帯端末３を通じて送信されたデー
タはホストサーバ１にて集計される。ホストサーバ１で
は測定データをもとに運動強度を算出する。運動強度は
先述の第１の実施の形態と同様にして算出するが第２の
実施形態では運動強度は、利用者の心臓疾患を常に監視
する目的で行れるので、心電図データ，血圧データをも
とに、利用者の疾患に負担がかからない運動強度を設定
しアドバイスする。
【００５６】また、測定データにより利用者の容体の異
常を検出した場合にはアラームを、利用者携帯端末３，
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利用者ＰＣ４，医療機関５および主治医ＰＣ７へ送る。
上記のアドバイスや測定値の参照はホストサーバ１のＵ
ＲＬに接続された利用者携帯端末３や利用者ＰＣ４から
参照すると同時に、医療機関５，主治医ＰＣ７でも参照
し、主治医６のアドバイスの入力や、利用者カルテへの
蓄積を行う。
【００５７】そして、主治医ＰＣ７から入力された主治
医６のアドバイスは、ホストサーバ１を介して、または
直接、利用者携帯端末３，利用者ＰＣ４から参照可能な
構成としてもよい。
【００５８】本実施の形態においては心臓疾患を例とし
て説明したが、本発明はこれに限られない。例えば、高
血圧症の運動療法等他の疾患に対しても本発明を適用す
ることが可能であり、そのような適用も本発明に含まれ
る。
【００５９】このような構成により、心臓疾患等の異常
を検出した場合にはホストサーバ１でアラーム発信した
り、医療機関５側でのカルテへの蓄積等で、利用者の容
体の監視を行うことができる。
【００６０】以上、好適な実施の形態を用いて本発明を
説明してきたが、本発明は上記の実施の形態に限定され
るものではない。当業者は、ここに開示された内容に基
づいて、本発明の範囲から外れることなしに適宜変更ま
たは改良を行うことが可能である。また、このような変
更あるいは改良も本発明に含まれる。
【００６１】
【発明の効果】以上説明したように、本発明における健
康管理用計測システムは利用者の運動不足解消などの健
康促進的な用途から心臓疾患等の管理を目的とした準医
療的な用途まで、幅広い利用者を対象にしており、医療
的な側面からは利用者の異常の検知、また、健康促進的
な側面からは利用者の体力の向上、疾患の予防、早期発
見などの効果がある。
【００６２】また、在宅あるいは外出時にも種々のデー
タを測定でき、通院する必要がない為、利用者の負担は
軽減される。
【００６３】さらに、普及型の携帯端末や、そのブラウ
ズ機能を用いることで、幅広い利用者への普及の容易化
という効果も期待される。
【００６４】そして、携帯端末（携帯電話に限定されな
い）を単なる通信装置として用いることで、測定器は必
要なデータを測定する必要最低限の機能を備えるだけで
よく、大掛かりな機械や大容量のメモリ等を必要としな
い。 *
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*【００６５】また、データの蓄積および解析を遠隔のサ
ーバで行うため解析エンジンの変更はサーバ側の変更お
よびメンテナンスだけで済み、ハードウェアの変更を伴
わないため、柔軟なシステム構築が可能である。
【００６６】特に、利用者は、手持ちの携帯端末のほか
に測定器と無線アダプタを準備するだけでよく、より安
価で、かつ普及型のシステムを提供することができる。
【００６７】そして、インターネットへの常時接続のメ
リットを生かし、かつ利用者に効果的な運動に関するア
ドバイスを与えるため、本発明では、「運動強度」とい
う明確な概念を用いることができる。
【００６８】単純に運動量や消費カロリーのみの算出で
は利用者個人に有用なデータの測定は不充分であると思
われる。しかし、「運動強度」は利用者個人にとっての
運動の快適さ、苦しさのバロメータとなり得、かつリア
ルタイムで最適な運動指針を提供できるため、健康促進
用途、準医療用途に限らず、効果的なアドバイスを行う
ことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の携帯端末による健康管理用計測システ
ムの構成を示す概念図である。
【図２】本発明の携帯端末による健康管理用計測システ
ムの第２の実施の形態の構成を示す概念図である。
【図３】本発明の利用者携帯端末の構成例を示す図であ
る。
【図４】本発明の測定器の構成例を示す図である。
【図５】本発明の心電図測定器の構成例を示す図であ
る。
【図６】運動強度の公式例である。
【図７】最大心拍数の簡易公式例である。
【図８】必要とされる運動心拍数を求めるための公式例
である。
【図９】自覚的運動強度の例である。
【符号の説明】
１  ホストサーバ
２  利用者
３  利用者携帯端末
４  利用者ＰＣ
５  医療機関
６  主治医
７  主治医ＰＣ
８  無線アダプタ
９  測定器
１０  心電図測定器

【図６】 【図７】



(8) 特開２００３－５２６４８

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】 【図５】

【図８】 【図９】

  
─────────────────────────────────────────────────────
フロントページの続き
  
(51)Int.Cl.7              識別記号                        ＦＩ                              テーマコート゛(参考）
   Ｇ０６Ｆ  17/60         ５０２                        Ｇ０６Ｆ  17/60           ５０６      
                           ５０６                        Ｈ０４Ｍ  11/00           ３０１      
   Ｈ０４Ｍ  11/00         ３０１                        Ｈ０４Ｑ   9/00           ３１１Ｈ    
   Ｈ０４Ｑ   9/00         ３１１                                                  ３２１Ｅ    
                           ３２１                        Ａ６１Ｂ   5/02                 Ｇ    



(9) 特開２００３－５２６４８

                                                                                         Ｅ    



专利名称(译) 健康管理测量系统

公开(公告)号 JP2003052648A 公开(公告)日 2003-02-25

申请号 JP2001248462 申请日 2001-08-20

申请(专利权)人(译) NEC公司

[标]发明人 渡久川健次

发明人 渡久川 健次

IPC分类号 A61B5/0205 A61B5/00 G06Q10/00 G06Q50/00 G06Q50/10 G06Q50/22 G06Q50/24 G16H10/60 
H04M11/00 H04Q9/00 G06F17/60

FI分类号 A61B5/00.102.C G06F17/60.126.H G06F17/60.126.W G06F17/60.152 G06F17/60.502 G06F17/60.506 
H04M11/00.301 H04Q9/00.311.H H04Q9/00.321.E A61B5/02.G A61B5/02.E G06Q50/00 G06Q50/10 
G06Q50/22 G06Q50/22.130 G06Q50/24 G06Q50/24.100 G16H10/00 G16H20/00

F-TERM分类号 4C017/AA02 4C017/AA16 4C017/AB02 4C017/CC02 5K048/BA34 5K048/DB01 5K048/DC01 5K048
/DC07 5K048/EB10 5K048/HA01 5K048/HA02 5K101/KK12 5K101/LL01 5K101/LL11 4C117/XA05 
4C117/XA07 4C117/XB02 4C117/XB11 4C117/XC12 4C117/XC14 4C117/XC15 4C117/XC19 4C117
/XC20 4C117/XE13 4C117/XE15 4C117/XE17 4C117/XE23 4C117/XE38 4C117/XF22 4C117/XH02 
4C117/XH03 4C117/XH15 4C117/XH16 4C117/XH18 4C117/XJ03 4C117/XJ09 4C117/XJ21 4C117
/XJ27 4C117/XJ33 4C117/XJ46 4C117/XJ48 4C117/XL01 4C117/XL04 4C117/XL08 4C117/XL13 
4C117/XL22 4C117/XP09 4C117/XP11 4C117/XP12 4C117/XQ13 4C117/XQ20 4C117/XR03 5K201
/BA02 5K201/BA19 5K201/EA05 5K201/EC06 5K201/ED05 5K201/ED07 5L049/CC11 5L099/AA15 
5L099/AA22

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供一种用于健康管理的测量系统，该系统不断测量用
户的身体状况并实时发送有关运动的适当建议，并且具有健康监测应用
程序和用于监测心脏病等的准医疗应用程序。 本发明的健康管理测量系
统通过用户佩戴的测量装置9来测量用户的心率，心电图，血压，步数，
体温等，并且测量数据连接到互联网。 通过用户移动终端3到主机服务
器1。 主机服务器1执行分析和存储，但是使用运动强度的概念进行分
析，并且在响应于用户的体力的细微波动的同时提供关于最佳运动的实
时建议。 当检测到诸如心脏病的异常时，主机服务器1发出警报，并且
医疗机构5将信息存储在医疗图表中以监视用户的状况。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/d0f38f12-4759-433b-b6b1-d5fe74dc7674
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/019077612/publication/JP2003052648A?q=JP2003052648A

